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安 否 確 認 
安否確認のルール 

安全だった人は ①玄関に●印の紙を張る ②一時集合場所に集まる 

1. 安否確認をする人(安全だった人達) 

ブロック単位（10～20件）を数人で手分けする 

2. 安否と建物の確認（外観確認） 

まずは建物に甚大な被害が無いか確認する 

玄関などに目印（●）が貼っていないか確認する 

3. 安否状況を確認する 

大きな声で呼びかける ・ ドアをたたく ・ 雨戸などをたたく 

ベランダ ・ 庭側が見ることが出来ればベランダ ・ 庭側から確認する 

4. 安否確認の結果を記録・明示する 

玄関にマークを貼り、区画図に安否確認結果を記録する 

 

・ 家族の安否確認 

・ 自宅の被害の確認 

・ 火災の場合：初期消火や救出および支援要請 

・ ご近所の被害把握 

・ 一時避難所などに集合(添付資料：主な場所一覧参照) 

・ 安否確認 

   近隣住民で安否確認⇒情報を収集する 

・ 被災状況の確認と対応 

   避難時要援護者の状況把握と対応 

・ 避難所の開設準備 

   北山ふれ協・区役所職員・小学校関係者が協力し準備 

・ 北山小学校へ要援護者を支援しながら避難 

・ 福祉避難所の開設準備 

・ 本部要員が中心となり北山地域福祉センターに準備 

・ 区役所など行政側の指示により要援護者などが避難 

 災害発生 

 情報収集 
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